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12 月 20 日全国一斉「税金・国保料 滞納・差押えホットラ

イン」実施、全国 88 件、大阪では 40 件の相談。問答無用の

差押えの実態も明らかに！！ 
2016 年12 月20 日（火）、初めての全国一斉「税金・国保料 滞納・差押えホットライン」が実施され、全国

で88 軒、大阪では40 件の相談が寄せられました。当日は特設電話を5 台設置し、16 人の相談員（弁護士5 人、

国税庁ＯＢ税理士3 人、大商連4 人、大阪社保協4 人）が待機、マスコミは赤旗新聞、大阪民主新報、朝日放送ラ

ジオ「おはようパーソナリティ道上洋三です」、ＮＨＫラジオは昼前のニュースで報道され、昼前には5 台の電話機

が全てふさがるという状況でした。 

 以下は相談概要です。既に地域の社保協、民主商工会、生健会等支援団体等につないでいるもの、弁護士チームで

対応しているものもあります。 

★相談者住所 

大阪府堺市、岸和田市、泉佐野市、大東市、吹田市、和泉市、藤井寺市、交野市、枚方市、守口市、大阪市 

兵庫県三木市、三田市、加古川市、宝塚市、神戸市 

京都府京都市、城陽市、宇治田原町、和歌山県御坊市、白浜町 岡山県岡山市、 

★相談概要（相談内容のみ） 

□男性（堺市 50 歳代） 

 同一世帯の息子（23 歳無職）が国民年金保険料18～20 万円滞納。日本年金機構から再三の催告書送付あり。文

中に「連帯納付義務者である配偶者や世帯主の財産が差し押さえられる」と書かれている。親が保険料を払わなけれ

ばならないのか、親の財産も差し押さえられるのか。 

 

□男性（大阪市 40 歳代） 

 職がよく変っているので国保料を支払っていない時がある。過去の滞納は請求されるか？ 

 

□男性（岸和田市 50 歳代） 

 きょうかい健保が高額で会社に頼んで脱退し国保に加入したらもっと高かった。国民年金は支払っていない。岸和

田市からは46400 円×4 ヶ月という納付書が来た。岸和田市からは分割不可といわれた。どうしたらいいか。 

 

□男性（和歌山県白浜町 40 歳代） 

 12 月9 日に給料の入った口座を役所（国保課）に差し押さえられた。今月は給与13.3 万円＋ボーナス14.3 万

円が入り、国保滞納額の16 万7620 円差し押さえられた。口座は給料のみが入る。現在残高3 万円しかない。 

 

□男性（宝塚市60 歳代） 

 宝塚市で実の父を介護し報酬を払い続けた娘がいて報道もされた。不正請求なのに宝塚市は差押えをすべきではな

いか。 
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□男性（堺市美原区50 歳代） 

 以前仕事をしていなかったが4年前からトラックの運転手として働き出した。国保料も払えず資格証明書だったが、

3 年末から社会保険となった。給料26.5 万円（交通費込）で、60 万円以上の市府民税の未納があるので、今年10

月から毎月9 万4 千円給料差押え。社保などで4～5 万円引かれるので毎月9.4 万円も差し押さえられたら生活で

きない。 

 

□男性（神戸市） 

 保険証がないので国保に加入したいが、2 年分さかのぼって全額一度に払わないと加入させないと言われた。分割

は一切だめだと。国保料が高いと言うと引っ越してもらうしかないと言われた。派遣で働いており、一括で払うなど

到底できない。 

 

□男性（大阪市60 歳代） 

 自営業、消費税滞納が40 万円、27 年12 月に売掛金約20 万円が口座に入った途端に東淀川税務署に差し押さ

えられた。残金は27 年年度末完済。今年も43～4 万円の滞納。11 月は赤字だが12 月は20 万円の黒字。今月末

には20 万円払えるが、税務署に相談にいっても問答無用で「差押えします」と。ただ、いまはまだ差押えされてい

ないが。 

 

□男性（大阪市 50 歳代） 

 離婚した妻のところにいた息子と同居、自分が世帯主。息子が市府民税・国保料とも滞納している。市府民税どち

らかわからないが12 月に差押え通知がきた。息子はフリーターで父親は会社員。どう対応したらいいのかわからな

い。 

 

□男性（枚方市70 歳代） 

 年金月10 万円で少なく、働かなければならずアルバイトをした給料が振り込まれたその日の朝9 時に預金残高

57000 円全額が差押えされた。枚方市役所に抗議したら「脅迫するのか」とい分けた。腹が立って仕方無い。 

 

□男性（守口市50 歳代） 

 国保・市税合計170-180 万円の滞納。現在差押えはされていないがされるのではないかと不安。 

 

□男性（吹田市50 歳代） 

 28 年3 月まで生活保護で、4 月から派遣で仕事をし保護廃止。日払い7000 円×10 日＝7 万円の給料。国保料

は毎月7000 円で払ってないため保険証がもらえておらず、医者にいけない。生保をやめるときに役所とトラブルに

なったため、役所が怖く、絶対に行きたくない。 

 

□男性（藤井寺市60 歳代） 

 年金と給与収入。今年1 月に生命保険を差し押さえられ3 月に解約されて40 万円とりたてられた。解約されたと

きに文書が送られてきたが、本人との接触が全くないまま解約された。今の年齢で預金とか給与だったらまだわかる

が、将来を考えると生命保険を解約されることは絶対に許せない。市に抗議文をだす。弁護士にも相談する。 

 

□女性（大阪市30 歳代） 

 中学校給食費8万3千円くらいを滞納。大阪市から弁護士の名前で催告書が届いた。12月22日までに支払えと。 

 収入はパート代と独立した娘から仕送りで月15 万円。持家のローン11 万円。国保も90 万円滞納あり、差押え

すると言われている。財産といえば生命保険ぐらいだか。 
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□男性（兵庫県加古川市40 歳代） 

 住民税・県民税滞納。2 年前に生命保険解約返戻金を差し押さえられた。さらに互助会積立金も差押えらせれた。

今も滞納があり残り20－30 万円くらい。仕事で大阪に行っている時はなにも言ってこず、加古川へ帰ってきたら差

押えられた。体調が悪く、足も悪い。障害5 級。収入は月5 万円程度、親からの援助で生活、分納は月5 千円。 

 

□男性（大阪市60 歳代） 

 10 年前、商売をしていた、個人事業。平成10 年～14 年までの消費税・地方消費税300 万円滞納、現在延滞金

含め584 万円の滞納。収入は月30 万円（妻と合わせて）、10 年間一度も消費税を払っていない。税所には払う意

思があると言ってきたが、3 年前に病気をして以来、電話や督促はない。家がある（15 坪3 階建1900 万円住宅ロ

ーン残）、平成28.6 月、家を公売にすると言ってきた。明日12 月21 日、税務署員が家に来る。 

 

□男性（和歌山県御坊市50 歳代） 

 建設業。毎年税務署に申告。税の滞納なし。国保税を約100 万円滞納。保険証をもらうときに一部分納している。

仕事で元請けから従業員の社保の加入を言われている。 

 

□男性（和泉市30 歳代） 

 24 年に退職で無職だったときに市府民税滞納、今は働き出した。自宅の差押えをされた。現在は収入月23 万円、

住宅と車のローンで23 万円超える。月5 万円以上の支払いがなければ差押えると言われた。 

 

□女性（吹田市70 歳代） 

 単身生活、子どもなし。年金月17 万5 千円。国保料年15 万円、介護保険料年75000 円、家賃が高額。毎月赤

字で、将来が不安。 

 

□男性（岡山市60 歳代） 

 国保税400 万円、固定資産税400 万円、計800 万円の滞納があり、岡山市役所担当者との話し合いでとりあえ

ず、半年間月10 万円程度で待ってもらっている。現在65 歳で給与（トラック運転手）と年金で収入があるが、現

在の分納額をねん出するのは精いっぱいで今後無理になる。 

 

□女性（吹田市30 歳代） 

 10 年前に離婚。調停で養育費月25000 円の取り決めをして公正証書もつくったが、8 年ぐらい前から不定期の

入金となり、現在は払わなくなった。給与の差押えをしたい。娘と年に1.2 回負わせているので住所はわかるが、勤

務先が不明。弁護士に相談したら勤務先が分からなければどうしようもないと言われたがなんとかならないか。 

 

□男性（兵庫県三木市50 歳代） 

 税の滞納が400 万円ほどあり、毎月8 万円の分納で半分くらい納税したが、①延滞金の減額はできないか②不動

産の抵当権（滞納につき）が設定されているが、半分くらい帰しているので、解除してもらえないか 

 

□男性 

 子ども（30 歳代）は自閉症で障害年金を申請中、まだ決定していない。子どもが会社をやめたので国民年金を去

年1 月～ほぼ2 年分払っていない。 

 

□男性（泉佐野市50 歳代） 
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 去年3 月から務めている会社、もともと正職員ではいったが、10 月から契約社員にされ社保・年金とも脱退させ

られ国保・国年へ。失効している保険証を使って診療をうけたため、医者から全額支払えと言われている。国保なら

保険料の支払い事実を示せといわれている。 

 

□女性（大阪市60 歳代） 

 息子が国保料・国年保険料とも滞納しており、前に差押え通知もきていたみたい。ただ詳しくわからない。 

 

□男性（大東市50 歳代） 

 国保に10 月末から加入。10 月からの納付票がきたが、10 月分もしはらわなければならないのか。 

 

□女性（大阪市） 

 息子32 歳、仕事していない。年金事務所から督促状がくる。年金は免除申請していない。親がかけた息子名義の

預金がある。 

 

□女性（兵庫県三田市40 歳代） 

 夫が結婚する前の年金保険料の催促が年2 回ほどくる。 

 

□男性（京都府城陽市60 歳代） 

 住民税を5 年ほど前から50 万円滞納、毎月少しずつ支払い。住宅ローンの遅滞も２回分18 万円。月収25 万円

76 歳の父と同居。自宅を保持するために個人再生したが、現在ローンも税も完済田で着ていない。自宅は売れば

1100 万円程度、ローンが1000 万円残る。住宅ローンは保障会社が代理弁済をしてもはや返済不能な状態。 

 

□男性（大阪市 50 歳代） 

 約5年前の市府民税が20万円滞納。給与差押えはどのように行われるか。現在は運送業の社員として働いている。

滞納税額は5 年前転職時のものである。 

 

□女性（泉佐野市70 歳代） 

 年金収入約25 万円。前住所の田尻町から住民税・国保税・介護保険料差押えられた。残高20 万円をほそぼそと

月1 万円程度納入。泉佐野市役所にも滞納あり。 

 

□男性（大阪市60 歳代） 

 府税9 万円滞納（なにわ府税事務所）。妻と別居しているが、本人の年金受給、預金通帳は妻が管理。不動産財産

あり。 がんの治療中で月5 万円の支払いがある。生活はアルバイト、月4 万円。 

 以上の事情で税金が支払えない。 

 

□男性（大阪市60 歳代） 

 今年度分国保料約30 万円滞納中。過去に市府民税を滞納して月1.5 万円払っており来月で完済。 

 製造業で収入月30 万円だが、前妻に月15 万円の生活費を払っているため国保料が払えない。借金は任意整理し

て今はカードローン1 社のみ。賃貸借家で預金なし。 

 

□男性（京都府宇治田原町） 

 国保税・固定資産税延滞金140 万円あった。本税は支払い済。役所に減免のお願いをしたら1/3 になった。なぜ？ 

 

□女性（交野市50 歳代） 
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 市府民税滞納、平成28 年5 月～月5 万円ずつ、平成29 年7 月まで支払い。その後に延滞金60 万円を支払わ

なければならない。それが終わったら国保料滞納250 万円もある。1 回でも遅れたら差押えると言われた。収入は

月21-22 万円。家賃47000 円。 

 

□女性（京都市） 

 夫が平成26 年5 月に死亡。夫に借金あり、相続放棄した。夫が借金をしていたため金融機関が私を相続人として

登記した。固定資産税の滞納について京都西京税務センターから催告書が届いた。 

 

□男性（大阪市70 歳代） 

 年金2 ヶ月で43.5 万円。年金担保の借金があり、返済の最終月が今年12 月分で▲8.8 万円。市府民税滞納22.8

万円＋延滞金16.6 万円＝36.5 万円。家賃は月6 万円。12 月の年金支給日には大阪市税事務所と本人の話では、

18.5 万円を差押えするとのこと。2 か月分年金43.5 万円-年金担保借金返済8.8 万円-差押え18.5 万円-家賃2 カ

月分12 万円＝4.2 万円しか残らず、これでは2 カ月暮らせない。 

  

〔当面の機関会議・取り組み予定〕 

12 月26 日(月)大阪社保協仕事納め 

1 月4 日(水)大阪社保協仕事はじめ 

1 月5 日(木)介護保険対策委員会(18：00- 大阪民医連) 

1 月10 日（火）河南ブロック会議（14：00- 松原民商） 

1 月11 日（水）中央社保協運営委員会・国保部会 

１月12 日(木) 事務局会議(14：00-大阪社保協) 

1 月16 日(月)大阪市・堺市介護保険総合事業対策会議(19:00-大阪民医連) 

1 月18 日(水)滞納処分対策委員会(19:00-彩法律事務所) 

1 月19 日(木) 常任幹事会(18:00-  国労会館2 階円卓会議室) 

1 月22 日-25 日 岩手県西和賀町（旧沢内村）行政ヒアリング 

1 月26 日（木）介護保険抜本見直し検討会議（19：00- 大阪民医連予定） 

1 月27 日（金）北摂豊能ブロック会議（14：00- 吹田市内） 

1 月29 日(日)社保協近畿ブロック懇談会(10：30- ホテルフジタ奈良) 

2 月2 日(木) 事務局会議(14：00-大阪社保協) 

2 月4 日(木) 地域・団体活動者会議(14：00-大阪府保険医協会) 

2 月6 日（月）泉州ブロック会議（14：00- 岸和田市内） 

2 月8 日(水)中央社保協地域団体代表者会議 

2 月16 日(木)常任幹事会 (18:00- 国労会館2 階円卓会議室) 

3 月2 日(木) 事務局会議(14：00-大阪社保協) 

3 月4 日(木)  第26 回総会 (14：00-大阪府保険医協会M&D ホール 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ みなさまへ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

大阪社保協事務局は本日で仕事納めとなります。今年一年間、本当にありがとうございました。 

来年は 4 日から仕事はじめとなりますが、上記取り組み予定のように、岩手県西和賀町（旧沢内村）ヒアリング、

2 月4 日に地域団体活動者会議、そして3 月2 日には「第27 回総会」を控えています。 

また、大阪社保協自治体キャラバン行動要望書には「中学校給食」の項目をいれていますが、宝塚市の学校給食本

が2 月末に発行予定です。先週には、宝塚市・中川市長にインタビューもしてきました。市長は開口一番「宝塚市の

学校給食は日本一です」「自治体には財政の問題を超えてでもしなければいけないことがあります」「給食は教育の一

環です」ときっぱりとおっしゃいました。素晴らしい方です。来年、大阪に中川市長をお迎えして、自治体とは何か、

首長とは何かを学ぶ機会をぜひ作りたいと思います。 
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では、みなさま、よいお年をお迎えください。      

         大阪社保協 事務局長 寺内順子  


